
第13号様式（日本産業規格Ａ列４番）

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

①

②

旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

対象となる航空旅客
ターミナル施設

移動等円滑化取組報告書（航空旅客ターミナル施設）

（令和6年度）

住 所 大阪府西区西本町一丁目４番１号

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

事 業 者 名 関西エアポート株式会社

代 表 者 名
代表取締役社長　山谷　佳之

（役職名および氏名）

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

・搭乗橋更新に合わせ、段差のない搭乗橋を導入する。関西国際空
港第1ターミナルビルは2024年度は13基改修予定。大阪国際空港は
2024年度5基改修予定。
・2021年度～実施中のT1リノベーション工事において、改修する階
段の、二段手摺化を実施中。（関西国際空港）
・2021年度～実施中のT1リノベーション工事において、ウイング先
端エリアの到着動線にエレベーターを新設中。（関西国際空港）

・旅客搭乗橋

・手摺

・エレベーター

・新搭乗橋更新は、関西国際
空港は2024年度に13基改修
済。大阪国際空港は2024年度
に5基改修済、1基撤去済
・改修する階段の二段手摺化
については、実施。
・ウイング先端エリアの到着
動線へのエレベーター新設に
ついては、実施。

航空旅客ターミナル施設を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定め
る基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

保安検査場におけるバリ
アフリー対応の向上

旅客搭乗橋と航空機の段
差対応

関西国際空港、大阪国際空港において、航空会社と連携の上、保安
検査場における聴覚障がい者等対応のため筆記用具による筆談対応
を継続する。

関西国際空港において、航空会社と連携の上、旅客搭乗橋と航空機
における段差解消については、専用の器具を常設する。

(関西国際空港/大阪国際空港)
筆談対応について実施済み。

(関西国際空港)段差解消ボー
ドを設置済み。



③

④

⑤

⑥

接遇研修の実施
職員に対して国土交通省が定める交通事業者向け接遇研修プログラ
ムに準拠した研修を行う。

(関西国際空港/大阪国際空港)
職員を対象に、左記の内容に
準拠したオンライン研修を実
施。

高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航
空旅客ターミナル施設の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

啓発キャンペーンへの参
加

国土交通省が実施する啓発キャンペーンに参加し、マナー啓発のた
めの掲示を行う。

(関西国際空港/大阪国際空港)
マナー啓発ポスターの掲示を
実施。

移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

航空会社、空港内事業者との連携強化を行い、人的な支援の充実と
継続的な機器による移動支援を図る。

空港を利用する他事業者
との連携

(関西国際空港/大阪国際空港)
・地震津波避難訓練に障がい
のある当事者が参加
・緊急連絡先やQ&A、フロア案
内等が記載されたハンドブッ
クを共有
・バリアフリーハンドブック
の配布
・バリアフリー研修実施(合理
的配慮義務化に伴う法律理解
（4月）、接遇研修（11月）)
・移動支援のためゲートエリ
ア内に自動運転サービスを配
備。

(関西国際空港/大阪国際空港)
WCAG2.0 レベルA準拠を継続。

KAPが管理する公式WEBサイトについて、WCAG2.0 レベルA準拠を継
続する。（2021年度～）

ウェブアクセシビリティ
の改善

高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設に
おける誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

前年度の実施状況



（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

（３）報告書の公表方法

（４）その他

・航空会社や交通事業者と、それぞれに寄せられた、航空機、空港、交通機関に関する障がい当事者等の意見を集約・共有す
る。
　⇒学識者、航空会社の方々とバリアフリーについての意見交換を実施。
・担当部署を中心に確認と評価を実施する会議を開催する。
　⇒ハード・ソフトの担当部署にて会議を実施

当社ホームページにて公表



Ⅱ　航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化の達成状況（航空旅客ターミナル施設ごとに記入）

所在都道府県
市町村

一日当たりの
利用者数

公共交通移動等
円滑化基準省令

適合の有無
段差への対応

視覚障害者
誘導用ブロックの

設置の有無

案内設備の
設置の有無

障害者対応型
便所の設置の

有無

人

総数 55

旅客搭乗橋
設置数

( 48 )

総数 28

旅客搭乗橋
設置数

総数

旅客搭乗橋
設置数

総数 83

旅客搭乗橋
設置数

( 48 )

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１） ○

（２）

①

②

過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の航空旅客ターミナル施設を設置又は
管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。

関西国際空港
第1ターミナルビル

空港会社部分

大阪府泉佐野市
大阪府泉南郡田

尻町
69,201

計 2 ターミナル

〇

―

過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の航空旅客ターミナル施設を設置又は管理している。

中小企業者でない。

大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対し50％以上出資して
いる中小企業者である。

（令和7年3月31日現在）

航空旅客ターミナル施設の名称

（　合　計　）

〇

搭乗ゲートの数

〇 〇 〇

関西国際空港
第2ターミナルビル

空港会社部分

大阪府泉佐野市
大阪府泉南郡田

尻町
17,916 〇 〇 〇 〇 〇



（第13号様式）

注 １．

２．

３．

４．

５．

６．

７． Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

８． 「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

９． 「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）に
は、○印の合計数を記入すること。

障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に便所が設置されていない場合に―印を、便所が設置されており、か
つ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数
を記入すること。

公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合し
ている場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

搭乗ゲートの数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されている搭乗ゲートの総数を記入し、同欄の括弧内には、旅客搭乗橋が設置され
た搭乗ゲートの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）に
は、○印の合計数を記入すること。



Ⅱ　航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化の達成状況（航空旅客ターミナル施設ごとに記入）

所在都道府県
市町村

一日当たりの
利用者数

公共交通移動等
円滑化基準省令

適合の有無
段差への対応

視覚障害者
誘導用ブロックの

設置の有無

案内設備の
設置の有無

障害者対応型
便所の設置の

有無

人

総数 38

旅客搭乗橋
設置数

( 29 )

総数

旅客搭乗橋
設置数

総数

旅客搭乗橋
設置数

総数 38

旅客搭乗橋
設置数

( 29 )

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１） 〇

（２）

①

②

（令和7年3月31日現在）

航空旅客ターミナル施設の名称 搭乗ゲートの数

〇 〇 〇大阪国際空港ターミナルビル 大阪府豊中市 42,328 ○ ○

（　合　計　）

計 1 ターミナル 1 1 1 1

過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の航空旅客ターミナル施設を設置又は管理している。

過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の航空旅客ターミナル施設を設置又は
管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。

―中小企業者でない。

大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対し50％以上出資して
いる中小企業者である。

1



（第13号様式）

注 １．

２．

３．

４．

５．

６．

７． Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

８． 「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

９． 「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に便所が設置されていない場合に―印を、便所が設置されており、か
つ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数
を記入すること。

公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合し
ている場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

搭乗ゲートの数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されている搭乗ゲートの総数を記入し、同欄の括弧内には、旅客搭乗橋が設置され
た搭乗ゲートの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）に
は、○印の合計数を記入すること。

案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）に
は、○印の合計数を記入すること。


